


　新入学（園）シーズンを迎え、子供が巻き込まれる交通事故の発生が懸念されます。
　また、依然として高齢者が関係する死亡事故の割合が高く、中でも歩行中の被害が目立っ
ております。一方で、高齢運転者による重大事故の発生が後を絶たず、社会問題となっている
ほか、身近な交通手段である自転車が関係する事故では、自転車側の多くに法令違反が認め
られます。
　本運動は、こうした情勢を踏まえ、入学（園）して間もない幼児・児童や高齢者、自転車利用者
に交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、広く県民に交通安全思
想の普及・浸透を図り、県民が一体となって交通事故防止の徹底を図ることを目的とします。

運動の目的1

運動の重点に関する推進項目2
子供を始めとする歩行者の安全確保１

　信号無視、横断禁止場所での横断、車の直前直後の横断をしないなど、
大切な命を守るため、歩行者自ら交通ルールを守りましょう。

①　歩行者の交通ルール遵守の徹底

歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上2

　「横断歩道は歩行者最優先」であることから、横断歩道において
は、横断中、または横断しようとしている歩行者がいる場合は手前
で一時停止するなど、歩行者の安全確保に努めましょう。

①　運転者の歩行者等への保護意識の向上

　昨年中の飲酒運転関連の人身事故は45件（前年比16件減）、死
者数は４人（前年比１人増）と未だに飲酒運転事故は絶えません。
飲酒運転をなくすための「３つの約束」を実践しましょう。

②　飲酒運転等の根絶

　横断歩道では、横断している歩行者や横断しようとしている歩行者がいるときは、手前で一時停止しなけれ
ばなりません。また、通学路や園外保育（散歩コース）などでは、特に安全運転に努め、子供、高齢者、障がい者
等を見かけたら速度を落とすなど『思いやり運転』をしましょう。

②　歩行者の安全の確保

約束1

約束2

約束3

お酒を飲んだら運転しない【しない】
運転する人にはお酒を飲ませない【させない】
お酒を飲んだ人には運転させない【許さない】

❶ しない  ❷ させない  ❸ 許さない
環境づくり

地域社会全体で飲酒運転を

岐阜県交通安全対策協議会長

岐阜県知事
古田　肇

　長年にわたり、交通安全対策にご尽力いただいている関係機関・団体の皆様に心より感謝申し上げます。
　昨年の本県における交通事故死者数は、統計を取り始めた昭和２３年以降２番目に少ない６１人となりましたが、依然と
して多くの尊い命が失われている状況にあります。特に、歩行中や自転車乗用中の交通死亡事故が４割強を占めており、
入学・入園シーズンを迎える４月は子供が被害に遭うリスクが高まります。
　そこで、「春の全国交通安全運動」の実施期間中は、県内各地での見守り活動や学校などでの交通安全教育を実施する
とともに、通学等での利用が多い自転車については、自転車保険の加入やヘルメットの着用等について普及啓発するな
ど、安全利用の促進に取り組んでまいります。
　また、ドライバーに対しては、横断歩道手前での一時停止はもとより、子供や高齢者を見かけたら速度を控える、間隔を
空ける等の「思いやり運転」について広く呼び掛けるなど、交通安全対策を推進してまいります。
　引き続き関係機関・団体や県民の皆様とともに「オール岐阜」で、交通事故のない安全・安心な「清流の国ぎふ」の実現
に向け取り組んでまいりますので、一層のご協力をお願い申し上げます。

交通事故のない安全・安心な「清流の国ぎふ」の実現を目指して

・乗り合わせ
・公共交通機関の利用

・代行業者の利用
・公共交通機関の利用

送迎車の利用

飲酒運転の根絶
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ハンドルキーパーの確認

チェック2 職場では
飲酒後の帰宅手段の確認
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　妨害運転を絶対に許さない環境をつくりましょう。
③　妨害運転の防止

　高齢運転者が第一原因となる交通事故が後を絶ちません。
運転に不安を感じたときは、運転免許の自主返納や安全運転
サポート車の利用を検討しましょう。
　また、警察署などの安全運転相談窓口に相談しましょう。

④　高齢運転者の交通事故防止

　昨年中の自動車乗車中の死者数は28人で、うちシートベルト非着用者は11人（39.3％）、そのうち10人は
シートベルトを着用していれば命を落とすことはなかったと思われます。
　道路交通法では、全席のシートベルトの着用と幼児（6歳未満）のチャイルドシートの使用が義務付けられています。
【道路交通法第71条の3】
　運転者は、同乗者のシートベルト等の着用を確認してから出発しましょう。

⑤　後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底

安全運転相談窓口ダイヤル

＃８０８０ 岐阜県警察本部　
運転免許課

非着用の危険性

●車内で全身を強打する可能性

●車外に放り出される可能性

●前席の人が被害を受ける可能性
　（全席同乗者への加害）

　学校、地域、職場などで「交通の方法に関する教則」を周知し、自転車利
用者の交通ルールの遵守と交通マナーの向上を推進しましょう。

①　自転車の交通ルール遵守と交通マナー実践の徹底

　自転車を用いた配達員の方など、業務中においても交通ルール遵守な
ど自転車の安全利用に努めましょう。

②　業務運転中の自転車の安全利用

　自転車の整備点検、反射器材の装着のほか、乗車用ヘルメットを着用しましょう。また、傘差し運転やスマート
フォン等使用などの危険性について理解し、自転車の安全利用に努めましょう。
　自転車は身近な交通手段ですが、歩行者と衝突して自転車が加害者となった高額賠償事故も発生しています。
被害者の救済等を目的とした損害賠償責任保険等に加入しましょう。

③　自転車利用者自身の安全確保

※契約内容によって、補償が異なります。必ず補償内容を確認しておきましょう。

対　象

種　類

TSマーク
付帯保険

個人賠償
責任保険

傷害保険
各　　社

自転車安全
整備店

取扱先

傷害保険
各　　社傷害保険

事故の相手 自分

生命
・
身体

◯

◯

×

財産

×

◯

×

生命
・
身体

◯

×

◯

保険の種類の内容自転車の加害交通事故例自転車の加害交通事故例
　男子児童（11歳）が夜間、自転車で帰宅途中、歩道と車道
の区別のない道路において、歩行中の女性（62歳）と正面衝
突。女性は頭蓋骨骨折等の重傷を負い、意識が戻らない状態
となった。（神戸地裁 平成25年7月判決）

損害賠償請求額

９,５２１万円

約４割が非着用自動車乗車中の
死亡事故で

自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保3
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